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　次に、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定していき
ましょう。
　企業の規模（策定の義務又は努力義務）に関わらず、次世代育成支援は全ての
従業員に関わっています。従業員の働きやすい職場づくりを目指して「ワークラ
イフバランス」を実現していく取組を進めてください。
　なお、策定にあたって参考とすべき「行動計画策定指針」が改定され、平成27
年４月１日から施行されます。

行動計画の策定、実施及び認定を受けるまでの流れ
①自社の方針を明確にしましょう
　行動計画策定にあたっては、経営者が自社の取組方針を明確にし、人事戦略の
一つとして位置づけることが不可欠です。

②自社の現状・従業員のニーズを把握しましょう
（１）自社の現状の把握
　一定期間（例えば、過去５年程度）さかのぼって、自社の両立支援関係制度
の利用状況を把握しましょう。把握する内容は例えば以下のような点です。

（２）社員のニーズの把握
　行動計画策定の前にアンケートやヒアリングなどにより、社員のニーズを把
握することはとても有効です。率直な意見を聞くことで、具体的な対策を検討
する手がかりになります。　※アンケート調査を実施するときは、社員のプラ
イバシーに十分配慮しましょう。

Ⅲ 一般事業主行動計画の作成

・妊娠・出産を機に退職する社員がいなかったか。
・妊娠中の社員の通院のための時間が確保・利用されているか。
・ 育児休業、子どもの看護休暇、育児のための柔軟な働き方などについて、性別や年齢別の利
用者数はどうなっているか。平均的な利用日数・時間はどのくらいか。休業者が行っていた
業務は、どのように処理されているか。
・育児、介護などを理由とした退職者はどれくらいいるか。

アンケート例
・社員へ　　　　　「現在の労働時間や働き方をどのように思っているか」
　　　　　　　　　「どのような働き方を望んでいるか」
・育児中の社員へ　「仕事と子育ての両立で苦労しているところ」
　　　　　　　　　「どのような制度があるとよいか」
・同僚・上司へ　　「育児中の社員との業務調整などを行う上での苦労はあるか」
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③行動計画を策定しましょう
（１）行動計画の内容
　「行動計画策定指針」に基づき、以下の点に留意して策定しましょう。

（２）行動計画に盛り込む目標として考えられる項目
　一般事業主行動計画の策定にあたっては、計画策定の目的やアイデアが盛り
込まれた「行動計画策定指針」を参考に、各企業の実情に合わせ、以下のよう
な内容を盛り込んで目標及び対策を設定してください。

※下線部は平成27年４月１日施行の改定行動計画指針に新たに盛り込まれた箇所です。
※「東京ワークライフバランス推進企業ナビ（愛称チャオ）
　（http://www.wlbnavi-ciao.metro.tokyo.jp/）」で、他社の行動計画を参照できます。
　業種や従業員規模から企業を検索できるので、ぜひご利用ください。

計画策定
にあたっ
ての基本
的な視点

①労働者の仕事と生活の調和の視点
・ 男性の子育て、働き方の見直しに資する取組を推進していくこ
とが重要

②労働者の仕事と子育ての両立の視点
③企業全体での取組等の視点
④ 企業の実情を踏まえた取組の視点
・ 非正規雇用の労働者が対象であることを認識して取り組むこと
が重要

⑤社会全体による支援の視点　等

計画期間
○2025年3月31日までに集中的かつ計画的に取り組む
○ 企業の実情に応じ、１回の計画期間は２～５年であることが望ま
しい

目標 ○ 制度の利用状況や制度の導入について、企業の実情に応じて達成
状況を客観的に判断できる目標を設定。

その他

○ 行動計画の推進にあたっては、ＰＤＣＡサイクルを確立すること
が重要であり、一般事業主自らＰＤＣＡサイクルの中で実効性の
ある対策の実施や計画の見直し等を行うことを通じて、くるみん
認定・プラチナくるみん認定（Ｐ13～参照）の取得に至ることが
期待される。

○ 計画策定にあたっては、推進体制の整備、労働者の意見の反映、
計画の公表及び周知等が重要。また、くるみん認定・プラチナく
るみん認定を申請することを念頭に置き、計画策定・実施を行う
ことが望ましい。
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１　

雇
用
環
境
の
整
備
に
関
す
る
項
目

（１） 妊娠中の労働者及び子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活
との両立等を支援するための雇用環境の整備

○妊娠中及び出産後における配慮
○男性の子育て目的の休暇の取得促進
・ 子育てを目的とした企業独自の休暇制度の創設
・ 小学校就学前の子がいない労働者においては、小学校就学後の子や
孫の子育てのための休暇制度の創設　等

○ 育児・介護休業法の規定を上回る、より利用しやすい育児休業制度の
実施

○ 男性の休業取得の促進、育児休業に係る規定の整備、育児休業期間中
の代替要員の確保や育児休業中の労働者の職業能力の開発・向上

○子育てをしつつ活躍する女性を増やすための環境の整備
○ 短時間勤務制度やフレックスタイム制度の実施等、労働者が子育ての
ための時間を確保できるようにするための措置の実施

○事業所内託児施設の設置及び運営（賃借により設置することも含む）
○子どもの看護のための休暇の措置の実施
○ 勤務地、担当業務等の限定制度の実施　等
・限定内容の労働者への明示、限定のない労働者との転換・処遇の均衡

（２）働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備

○ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による所定外労働の削減
・目標を定めて実施することが望ましい

○年次有給休暇の取得促進
・時間単位付与制度の活用、目標を定めて実施することが望ましい

○短時間正社員制度の導入・定着
○在宅勤務等の導入
○職場優先の意識や固定的な役割分担意識の是正のための意識啓発　等

２　

そ
の
他
の
次
世
代

　
　

育
成
支
援
対
策

○託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアフリーの推進
○ 地域における子育て支援活動への労働者への積極的な参加の支援等、
子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施

○ 子どもが保護者の働いているところを実際に見ることができる「子ど
も参観日」の実施

○企業内における家庭教育に関する学習機会の提供
○ インターンシップやトライアル雇用等を通じた若年者の安定就労・自
立した生活の推進　等

※下線部は平成27年４月１日施行の改定行動計画指針に新たに盛り込まれた箇所です。
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　ここに挙げた項目をすべて盛り込む必要はなく、また、これら以外の内容を盛
り込んでも構いません。

④行動計画を公表し、従業員へ周知しましょう
　一般事業主行動計画の公表と従業員への周知が義務化されています。公表方法
及び従業員への周知方法などは、Ｐ８をご参照ください。

⑤行動計画策定届を東京労働局へ届け出ましょう
　一般事業主行動計画策定・変更届により、行動計画を策定した旨を東京労働局
に届け出ましょう（行動計画本体を添付する必要はありません。）。なお、自動
的に（写）は発行されません。届出の（写）が必要な場合は、あらかじめ２部用
意してください（郵送の場合は切手を貼付した返信用封筒も併せてご用意くださ
い。）。
　一般事業主行動計画策定・変更届は、平成27年４月１日より新様式となり、平
成27年４月１日以降に旧様式にて届出をする場合は、確認が必要となり、手続き
が煩雑になります。なるべく新様式で届け出るようにしましょう（新様式はＰ18
参照）。

⑥行動計画を実施しましょう
　目標の達成を目指し、具体的な対策に取り組みましょう。実施途中に適宜、進
捗状況を点検することが重要です（※計画期間中に実施状況を東京労働局へ報告
する必要はありません。）。
　計画期間の満了が近づいたら、同様の手順を経て次の行動計画を策定しましょ
う。

⑦認定を受けましょう（「くるみん」マーク）
　行動計画で設定した目標を達成し、一定の基準を満たす場合、東京労働局に申
請を行うことにより、「次世代育成支援対策に取り組んでいる企業」として認定を
受けることができます。各書類の提出後、基準に適合しているかどうかの審査を
経て、認定されます。認定基準についてはＰ16をご参照ください。
　認定を受けると「くるみん」マークを利用することができます。このマーク
は、「働きがいがあり、働きやすい企業」「社員を大事にする企業」を表してい
ます。

⑤が終わった段階で、「とう
きょう次世代育成サポート
企業」に登録申請できます。
（Ｐ 56参照）
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　このマークを、求人広告、自社の商品やそ
の広告、企業の封筒や名刺、企業のホーム
ページなどにつけて対外的にアピールするこ
とで、“企業のイメージアップ”や“優秀な人材
の確保”などが期待できます。
　「くるみん」という愛称には、赤ちゃんが
大事に包まれる「おくるみ」と「職場ぐる
み、会社ぐるみ」で仕事と子育ての両立支援
に取り組もうという意味が込められていま
す。 
　平成27年４月１日より、くるみんマークは
新しくなり、取得回数に応じて星が増えてい
くマークとなりました。
　くるみん認定申請書についてはＰ31,37を
ご参照ください。なお、省令により、行動計
画期間によって、くるみん認定基準の適用が
変わりますので、ご注意ください。

●　プラチナくるみん
　これまでの認定制度は、くるみん認定の
みでしたが、平成27年４月１日からは新た
にプラチナくるみん（特例）制度が始まり
ます。
　プラチナくるみん認定制度は、次世代育
成支援対策に自主的に取り組む企業を応援
するため、くるみん認定を取得した企業の
一般事業主行動計画の策定義務に代えて、
次世代育成支援対策の実施状況を公表する
制度です。プラチナくるみん認定は、くる
みん認定を受けたことのある企業が申請・
取得できます。

行動計画期間 適用基準
平成27年３月31日までの終期 改正前基準
平成27年４月１日をまたぐ行動計画期間 改正前基準又は改正後基準
平成27年４月１日以降の始期 改正後基準
※ 改正前基準でくるみん認定を申請される場合は、改正前基準用のくるみん申請書、改正
後基準で申請される場合は、改正後基準用のくるみん申請書を使用して申請してくださ
い。
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　プラチナくるみん認定申請書についてはＰ43をご参照ください。
　プラチナくるみんマークには、マントと王冠がついており、くるみんマーク取
得企業よりも両立支援の取組が進んでいることを表現しています。 
　カラーは、名称でもあるプラチナ色とし、マントの色は企業のカラーに合った
12色の中から選択できます。

厚生労働省リーフレット「くるみん認定　プラチナくるみん認定の認定基準・認
定マークが決定しました！」より抜粋

プラチナくるみん認定を取得した企業は、毎年少なくとも１回、
厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」に以下の事項を公表いただく必要があります。

❶　男性の育児休業等取得に関する事項
❷　女性の育児休業等取得に関する事項
❸　３歳から小学校就学前の子を育てる労働者のための短時間勤務等
の措置の内容

❹　所定外労働の削減や年次有給休暇の取得促進のための取組など働
き方の見直しに資する多様な労働条件の整備に関して講じている
措置の内容

❺　女性の継続就業に関する事項
❻　育児をしつつ活躍する女性を増やすための取組として、女性労働
者の能力向上やキャリア形成のための支援などの取組内容、その
実施状況

 ❶～❻の事項を
　　　公表してね！

●行動計画策定義務あり
●行動計画策定義務なし
●毎年少なくとも１回、次世代育
成支援対策の実施状況を公表

認定

「両立支援のひろば」  ▶ULR : http://www.ryouritsu.jp/（ウェブサイト名は変更の可能性があります） 
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厚生労働省リーフレット「くるみん認定　プラチナくるみん認定の認定基準・認
定マークが決定しました！」より抜粋

以下の新しい認定基準は、平成27年４月１日から適用されます。

改正くるみん認定基準及びプラチナくるみん認定基準（一覧）

改正くるみん
認定基準

プラチナくるみん
認定基準

1．雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適
切な一般事業主行動計画を策定したこと。

2．行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること。

3．行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

4．平成21年4月1日以降に策定・変更した行動計画を公
表し、労働者への周知を適切に行っていること。

5．計画期間において、男性労働者のうち育児休業等を取得
した者が1人以上いること。

　
　＜従業員300人以下の企業の特例＞
　上記5.を満たさない場合でも、①～④のいずれかに該当
すれば基準を満たす。
　①計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がい

る（1歳に満たない子のために利用した場合を除く）。
　②計画期間内に、子を育てる労働者に対する所定労働時間

の短縮措置を利用した男性労働者がいる。
　③計画の開始前3年以内の期間に、育児休業等を取得した

男性労働者がいる。
　④計画期間内に、小学校就学前の子を育てる男性労働者が

いない場合において、企業が講ずる育児目的の休暇制度
を利用した男性労働者がいる。

6．計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、
75％以上であること。

　＜従業員300人以下の企業の特例＞
　上記6.を満たさない場合でも、計画期間とその開始前の
一定期間（最長3年間）を合わせて計算したときに、女性の
育児休業等取得率が75％以上であれば基準を満たす。

7．3歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育
児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、 
所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準
ずる制度」を講じている。

8．次の①～③のいずれかについて成果に関する具体的な目
標を定めて実施していること。

　　　① 所定外労働の削減のための措置
　　　② 年次有給休暇の取得の促進のための措置
　　　③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の

働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のた
めの措置

　　　※必ずしも一般事業主行動計画に目標を定める必要はありません

9．法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大
な事実がないこと。

1～4．改正くるみん認定基準1～4．と同一。

5．計画期間において、男性労働者のうち、
　①配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得

した者の割合が13％以上
　②配偶者が出産した男性労働者に占める育児休業等を取得

した者及び育児休業等に類似した企業が講ずる育児目的
の休暇制度を利用した者の割合が30％以上、かつ、育
児休業等を取得した者1人以上

　  のいずれかを満たすこと。

　＜従業員300人以下の企業の特例＞
　計画期間内に男性の育児休業等取得者又は育児休業等に
類似した企業が講ずる育児目的の休暇制度の利用者がいな
い場合（上記5.の①又は②を満たさない場合）でも、改正
くるみん認定の5.の①、②、④もしくは「計画の開始前3
年間に、育児休業等を取得した男性労働者の割合が13％
以上」のいずれかに該当すれば基準を満たす。

6・7．改正くるみん認定基準6・7．と同一。

8．改正くるみん認定基準の8.の①～③すべてに取り組み、
①又は②について定量的な目標を定めて実施し、達成す
るとともに、

　（1）計画期間終了前直近1年間の平均週労働時間が60時
間以上の労働者の割合が5％以下　

　（2）計画期間終了前直近1年間の平均月時間外労働時間が
80時間以上の労働者が1人もいないこと

　  のいずれかを満たすこと。

9．計画期間において、
　①子を出産した女性労働者のうち、子の1歳誕生日まで継続
して在職（育休中を含む）している者の割合が90％以上

　②子を出産した女性労働者及び子を出産する予定であった
が退職した女性労働者の合計数のうち、子の1歳誕生日
まで継続して在職（育休中を含む）している者の割合が
55％以上

　のいずれかを満たすこと。

　＜従業員300人以下の企業の特例＞
　上記9.の①又は②に該当しない場合でも、計画期間とそ
の開始前の一定期間（最長3年間）を併せて計算したときに
①又は②を満たせば、基準を満たす。

継続し、活躍できるよう、能力の向上やキャリア形成の
支援のための取組に係る計画を策定し、これを実施して
いること。

10．育児休業等を取得し又は育児を行う女性労働者が就業を

11．改正くるみん認定基準9．と同一。
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☆　行動計画策定などのご相談について　☆

☆　各様式の記入例、くるみん・プラチナくるみん認定基準の詳細について　☆

　東京都では、労働相談情報センター（飯田橋）に両立支援アドバイザーを
配置しています。
■ 一般事業主行動計画の策定
■ とうきょう次世代育成サポート企業の登録
■ 両立支援の具体的な取組方法
などでお悩みのときは、ぜひご相談ください。相談は無料です。
　≪お問い合わせ先≫　東京都労働相談情報センター 企業支援係

電話03-5211-2248

　一般事業主行動計画策定・変更届や各申請書の記入例、くるみん・プラチ
ナくるみん認定基準の詳細は、厚生労働省リーフレット「次世代育成支援対
策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定・プラチナく
るみん認定を目指しましょう！！！」でご覧いただけます。以下のＨＰより
ダウンロードが可能です。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/
koyoukintou/pamphlet/26.html
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モデル計画Ａ： 育児をしている社員が多く、いろいろなニーズのあ
る会社

　　　　　　　　行動計画

　社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備
を行うため、次のように行動計画を策定する。

１．計画期間　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日までの　　年間
２．内容

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　社員へのアンケート調査、検討開始
　●平成　　年度～　　　制度に関するパンフレットの作成・配布、管理職を
　　　　　　　　　　　　対象とした研修及び社内広報誌などによる社員への周知

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　社員へのアンケート調査、検討開始
　●平成　　年　　月～　制度の導入、社内広報誌などによる社員への周知

　

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　社員へのアンケート調査、検討開始
　●平成　　年　　月～　制度の導入、社内広報誌などによる社員への周知

目標１： 妊娠中の女性社員の母性健康管理についてのパンフレットを作成して
社員に配布し、制度の周知を図る。

目標２： 平成　　年　　月までに、小学校就学前の子を持つ社員が、希望する
場合に利用できる短時間勤務制度を導入する。

目標３： 平成　　年　　月までに、子の看護休暇の対象範囲を拡大する（子の対
象年齢の拡大、学校行事への参加や育児全般に使えるようにするなど）。

※モデル計画A～Iは厚生労働省HPより引用
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モデル計画Ｂ： 育児をしている社員が多いが、長時間労働になりが
ちな会社

　　　　　　　　行動計画

　社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備
を行うため、次のように行動計画を策定する。

１．計画期間　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日までの　　年間
２．内容

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　社員のニーズの把握、検討開始
　●平成　　年度～　　　制度の導入、管理職研修及び社内広報誌などによる
　　　　　　　　　　　　社員への周知

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　所定外労働の原因の分析等を行う
　●平成　　年　　月～　管理職を対象とした意識改革のための研修を　　回実施
　●平成　　年　　月～　社内広報誌等による社員への周知
　●平成　　年　　月～　各部署における問題点の検討及び研修の実施

　

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　受け入れ方法や体制についての検討
　●平成　　年　　月～　関係機関、学校との連携
　●平成　　年　　月～　参観日の実施、次回に向けての検討

目標１： 平成　　年　　月までに、子どもの出生時に父親が取得できる休暇制
度を導入する。

目標２： 平成　　年　　月までに、従業員全員の所定外労働時間を、１人当た
り年間　　時間未満とする。

目標３： 事業所周辺の小中学校の生徒を対象に、工場見学ができる「子ども参観
日」を創設する。
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モデル計画Ｃ： 出産をきっかけに退職する女性従業員が多いため、
出産前後の支援を強化したい会社

　　　　　　　　行動計画

　社員の働き方を見直し、特に女性社員の継続就業者が増えるよう、妊娠･出産･
復職時における支援に取り組むため、次のように行動計画を策定する。

１．計画期間　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日までの　　年間
２．内容

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　社員の具体的なニーズ調査、母性健康管理についての情報収集
　●平成　　年　　月～　制度に関するパンフレットを作成し社員に配布

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　相談窓口の設置について検討
　●平成　　年　　月～　相談員の研修
　●平成　　年　　月～　相談窓口の設置について社員への周知

　

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　年次有給休暇の取得状況を把握する
　●平成　　年　　月～　計画的な取得に向けて管理職研修を計画期間中に　　回行う
　●平成　　年　　月～　各部署において年次有給休暇の取得計画を策定する
　●平成　　年　　月～　社内広報誌などでキャンペーンを行う

目標１： 妊娠中の女性社員の母性健康管理についてのパンフレットを作成して
社員に配布し、制度の周知を図る。

目標２：妊娠中や産休・育休復帰後の女性社員のための相談窓口を設置する。

目標３：年次有給休暇の取得日数を１人当たり平均年間　　日以上とする。



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成 25

モデル計画Ｄ：男女とも育児休業等が進んでいない会社

　　　　　　　　行動計画

　社員が仕事と子育てを両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を作
ることによって、すべての社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、
次のように行動計画を策定する。

１．計画期間　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日までの　　年間
２．内容

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　法に基づく諸制度の調査
　●平成　　年　　月～　制度に関するパンフレットを作成し社員に配布

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　管理職へのアンケート調査による実態把握
　●平成　　年　　月～　研修内容の検討
　●平成　　年度～　　　研修の実施

目標１： 産前産後休業や育児休業、育児休業給付、育休中の社会保険料免除な
ど制度の周知や情報提供を行う。

目標２：育児休業等を取得しやすい環境作りのため、管理職の研修を行う。
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モデル計画Ｅ： 20～30代の男性従業員が多く長時間労働になりが
ちである会社

　　　　　　　　行動計画

　社員の働き方を見直し、もっと子育てに関われるよう支援するため、次のよう
に行動計画を策定する。

１．計画期間　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日までの　　年間
２．内容

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　制度内容等について社内広報誌などにより社員に周知
　●平成　　年　　月～　管理職を対象とした研修の実施

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　社内検討委員会を設置
　●平成　　年　　月～　在宅勤務の内容や対象について検討
　●平成　　年　　月～　試行実施し、課題を分析して本格実施の可能性を検討

目標１：子どもの出生時における育児休業の取得を促進する。

目標２：週１日程度の在宅勤務ができる制度を試行的に導入する。
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モデル計画Ｆ：認定を目指し、両立支援対策の充実を目指す会社

　　　　　　　　行動計画

　社員が仕事と子育てを両立させることができ、すべての社員がその能力を十分
に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

１．計画期間　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日までの　　年間
２．内容

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　男性も育児休業を取得できることを周知するため、
　　　　　　　　　　　　管理職を対象とした研修の実施　
　●平成　　年　　月～　育児休業の取得希望者を対象とした講習会の実施

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　社員のニーズの把握、検討開始
　●平成　　年　　月～　制度導入
　●平成　　年　　月～　社内広報誌や説明会による社員への短時間勤務制度の
　　　　　　　　　　　　周知

　

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　社員へのアンケート調査
　●平成　　年　　月～　各部署毎に問題点の検討
　●平成　　年　　月～　ノー残業デーの実施
　　　　　　　　　　　　管理職への研修（年○回）及び社内広報誌による
　　　　　　　　　　　　社員への周知（毎月）

目標１：計画期間内に、育児休業の取得率を次の水準以上にする。
　　　　男性社員…計画期間中に１人以上取得すること
　　　　女性社員…取得率を80％以上にすること

目標２：小学校入学前までの子を持つ労働者の短時間勤務制度を導入する。

目標３： 平成　　年　　月までに、所定外労働を削減するため、ノー残業デー
を設定、実施する。
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モデル計画Ｇ： 高齢者が多いこと等により育児をしている社員がほ
とんどいない会社

　　　　　　　　行動計画

　社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備
を行うため、次のように行動計画を策定する。

１．計画期間　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日までの　　年間
２．内容

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　所定外労働の現状を把握
　●平成　　年　　月～　社内検討委員会での検討開始
　●平成　　年　　月～　ノー残業デーの実施
　　　　　　　　　　　　管理職への研修（年　回）及び社内広報誌による
　　　　　　　　　　　　社員への周知（毎月）

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　年次有給休暇の取得状況について実態を把握
　●平成　　年　　月～　社内検討委員会での検討開始
　●平成　　年　　月～　計画的な取得に向けた管理職研修の実施
　●平成　　年　　月～　有給休暇取得予定表の掲示や、取得状況のとりまとめ
　　　　　　　　　　　　などによる取得促進のための取組の開始

目標１： 平成　　年　　月までに、所定外労働を削減するため、ノー残業デー
を設定、実施する。

目標２： 平成　　年　　月までに、年次有給休暇の取得日数を、一人当たり　　　　　
平均年間　　日以上とする。
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モデル計画Ｈ：地域等に対する次世代育成支援対策を行いたい会社

　　　　　　　　行動計画

　社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備
を行うため、次のように行動計画を策定する。

１．計画期間　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日までの　　年間
２．内容

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　受け入れ体制について検討開始
　●平成　　年　　月～　受け入れを行う工場や部署への説明及び体制作り
　●平成　　年　　月～　関係行政機関、学校との連携
　●平成　　年　　月～　社員への周知及び市区町村広報誌などによる取組の周知
　●平成　　年　　月～　工場見学及びインターンシップの受け入れ開始

＜対策＞
　●平成　　年　　月～　検討会の設置
　●平成　　年　　月～　社内広報誌などによる社員への参観日実施についての
　　　　　　　　　　　　周知
　●平成　　年　　月～　参観日の実施、社員へのアンケート調査、次回に向け
　　　　　　　　　　　　ての検討

目標１：地域の子どもの工場見学及び若者のインターンシップの受け入れを行う。

目標２： 子どもが保護者である社員の働いているところを実際に見ることがで
きる「子ども参観日」を平成　　年　　月までに実施する。
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モデル計画Ｉ：「両立指標」を使って目標設定等を行う会社

　　　　　　　　行動計画

　社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備
を行うため、次のように行動計画を策定する。

１．計画期間　平成　　年　　月　　日～平成　　年　　月　　日までの　　年間
２．内容

＜対策１：子が３歳になるまで育児休業を取得できる制度を平成　　年　　月ま
でに導入する＞
　●平成　　年　　月～　労働者の具体的なニーズを調査、制度の検討開始
　●平成　　年　　月～　新制度についての管理職を対象とした研修を　　回実施
　●平成　　年　　月～　社内広報誌を活用した周知・啓発の実施

＜対策２：育児休業後に社員が復帰しやすくするため、休業中の社員に資料送付
等による情報提供を行う制度を平成　　年　　月までに導入する＞
　●平成　　年　　月～　新制度についての管理職を対象とした研修を年　　回実施
　●平成　　年　　月～　社内広報誌を活用した周知・啓発の実施

＜対策３：育児休業をした社員を対象とする教育訓練制度を平成　　年　　月ま
でに導入する＞
　●平成　　年　　月～　労働者の具体的なニーズを調査、制度の検討開始
　●平成　　年　　月～　新制度についての管理職を対象とした研修を　　回実施
　●平成　　年　　月～　社内広報誌を活用した周知・啓発の実施

目標： 現在、両立指標で「両立支援（休業）」の分野が△△点となっており低
いため、以下の対策を行い、○○点以上になるようにする。



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成 31

 
 
 

A 4

 
 

 
                               

                                          

                                              

                                                
   

  

  

  

   
 

 
 

 

 

 

 



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成32

 

 

 
 

  
    

 
 

 
 

 
 
 
 

 
    

 
        

  
    

 

                                  

        

 

 



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成 33

 

 
    

    

   
     

  

 

  

 

 



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成34



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成 35

  

  
1

2

3

  

(1 )

(3)  

(4)

4



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成36

  

  
  



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成 37

 

A 4

 
 

 
                                

 
                                           

 

  
  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成38

 

 

 
 

  
    

 
 

  
 

 

 
 

    
 

         

 

  

 

                                  

 



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成 39

 

 
    

    

   
     

  

 

 

 
  

 

 



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成40



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成 41

 

 

 

 

 

 

 



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成42

 



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成 43

 

A 4

 
 

 
                                

 
                                           

 

  
  
  

13
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成44

 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

                                  

 

 

 

 
 

 

    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成 45

 

 

 

 
  

 

                                  

 

 
 

 

  

   
     

    
     

       
   
   



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成46

 



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成 47

  

 

 

 
 

 



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成48



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成 49

 

 

 

 



Ⅲ　一般事業主行動計画の作成50

 


